
●共通（要介護・要支援）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

20単位

40単位

　※１単位当たり10.14円（７級地）になりますので、利用方法及び計算方法により「サービス利用に係る

　　自己負担額」が異なる場合がございます。

　※下記の表に記載した各加算は、一定の要件を満たした場合に加算されます。

●ご利用者の自己負担額

　☆昼食代として9１０円(おやつ代を含む）は別途、ご負担いただきます。

別紙Ⅰ

令和8年6月1日

きらら藤枝デイサービスセンター　利用料金表

１．サービス利用料金について

　※通所介護の提供に際し、あなたが負担する利用料金は介護保険給付の１割です（所得に応じ２・３割の場合もあります）。

　　ただし、介護保険の給付を超えた部分のサービスについては、全額自己負担となります。

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位

個別機能訓練加算Ⅰイ 56単位

個別機能訓練加算Ⅰロ 76単位

　☆その他、ご利用者様の選択による個別に要する材料費についてもご負担していただくことがあります。

◎通常規模型通所介護費　7時間以上8時間未満 ７級地：１単位当たり10.14円

月単位
加算介護費（基本報酬） 658単位 777単位 900単位

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22単位

個別機能訓練加算Ⅱ
月単位加算

科学的介護推進体制加算

1,023単位 1,148単位

　　環境整備に係る助言を行うこと。

　・利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の

　　居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

　・入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

○入浴介助加算Ⅱ（55単位／日）

　・医師等（医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等）が利用者の居宅を訪問

　　し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、利用者の居宅の浴室が、

　　利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は訪問した医師等が、

　　介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の

介護職員処遇改善加算Ⅰ(ロ） 12.0%
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○個別機能訓練加算Ⅰイ（56単位／日）

　・通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、

○サービス提供体制強化加算Ⅰ（22単位／日）

　・直接サービスを提供する職員の総数の内、介護福祉士の割合が70％以上、または勤続10年以上の介護士の割合が25％以上。

○個別機能訓練加算Ⅱ（20単位／月）

　・個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること。

　　居宅での生活状況を確認。機能訓練指導員は、専従１名以上配置（配置時間の定めなし）。

○個別機能訓練加算Ⅰロ（76単位／日）

　・通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、

　　居宅での生活状況を確認。機能訓練指導員は、専従１名以上配置（サービス提供時間帯通じて配置）。

※機能訓練指導員の配置体制により、ⅠイまたはⅠロのいずれかを算定させていただきます。

　・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理

　　の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。　

※介護支援専門員が必要と判断した場合に算定させていただきます。

〇口腔機能向上加算Ⅱ（160単位／回）

〇栄養アセスメント加算（50単位／月）

　・当該事業所の従業者として、または外部（他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や

　　都道府県栄養士会が設置・運営する栄養ケア・ステーション）との連携により

　　管理栄養士を１名以上配置していること。

　・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメント

　　を実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

　・入所者・利用者ごとの、ＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の

　　心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。

　・必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを

　　適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。

〇介護職員処遇改善加算Ⅰ(ロ）（加算率12.0％）

　・口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって

　　当該情報、そのほか口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

　・原則３ヶ月以内、月２回が限度。

※介護支援専門員が必要と判断した場合に算定させていただきます。

〇科学的介護推進体制加算（40単位／月）

　・介護職員の処遇改善を実施している場合に、加算（総単位数に加算率を乗じる）します。
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○サービス提供体制加算Ⅰ（88単位もしくは176単位／月）

２．サービス提供時間外の延長サービス利用料金について

〇介護職員処遇改善加算Ⅰ(ロ）（加算率12.0％）

要支援２

介護費（基本報酬） 1,798単位 3,621単位

〇送迎減算（片道につき47単位を減算）

 ・事業所が送迎を行わない場合は、所定単位数から減算します。

〒426-0009

藤枝市八幡１９８

電　話(０５４)６４６－６８２２

ＦＡＸ(０５４)６４６ー６７５５

介護職員処遇改善加算Ⅰ（ロ） 12.0%

・介護職員の処遇改善を実施している場合に、加算（総単位数に加算率を乗じる）します。

　ご家族様の送迎で、9時15分から16時30分（所要時間７時間以上８時間未満）の通所介護の

　前後に継続して延長サービス（介護保険適用外）を利用することができます。延長サービス

　料金は介護度に係わらず最低賃金額とし、15分単位で計算させていただきます。

◇ご不明な点は下記までお問合せ下さい。

きらら藤枝デイサービスセンター

サービス提供体制加算Ⅰ 88単位 176単位

・直接サービスを提供する職員の総数の内、介護福祉士の割合が70％以上、
　または勤続１５年以上の介護士の割合が25％以上。

◎第１号通所事業（旧介護予防通所介護相当サービス） ７級地：１単位当たり10.14円

要支援１
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